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エ
ボ
ラ
ウ
イ
ル
ス
等
を
扱
う
バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
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ベ
ル
４
施
設
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指
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移
転
先
に
関
す
る
質
問
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国
立
大
学
法
人
長
崎
大
学
（
以
下
「
長
崎
大
学
」
と
い
う
。
）
が
実
際
の
ウ
イ
ル
ス
を
用
い
た
感
染
症
の
研
究
や
ワ
ク
チ
ン

の
開
発
等
を
行
う
た
め
に
稼
働
を
目
指
す
、
エ
ボ
ラ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
の
病
原
性
の
高
い
病
原
体
を
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
の
で

き
る
バ
イ
オ
セ
ー
フ
テ
ィ
レ
ベ
ル
４
（
Ｂ
Ｓ
Ｌ

４
）
施
設
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
省
は
同
施
設
が
必
要
な
条
件
を
満
た
す

「
合
格
」
の
判
断
を
行
っ
た
と
報
道
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
長
崎
大
学
が
エ
ボ
ラ
ウ
イ
ル
ス
な
ど
を
所
持
す
る
た
め
に
必
要
な

特
定
一
種
病
原
体
等
所
持
者
と
し
て
の
指
定
を
し
て
問
題
な
い
旨
が
確
認
さ
れ
た
と
し
て
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患

者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
二
十
号
）
を
改
正
し
、
同
大
学
を
特
定
一
種
病
原
体
等
所

持
者
と
し
て
指
定
す
る
た
め
の
手
続
が
進
め
ら
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

 

一
方
、
国
立
感
染
症
研
究
所
村
山
庁
舎
（
以
下
「
村
山
庁
舎
」
と
い
う
。
）
に
設
置
さ
れ
て
い
る
Ｂ
Ｓ
Ｌ

４
施
設
に
つ
い

て
、
施
設
の
老
朽
化
に
伴
う
移
転
先
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
る
。
厚
生
労
働
省
は
、
「
国
立
感
染
症
研
究
所
Ｂ
Ｓ
Ｌ

４
施
設

の
今
後
に
関
す
る
検
討
会
報
告
書
」
（
令
和
二
年
十
二
月
十
一
日
）
に
お
い
て
、
移
転
す
る
場
合
の
立
地
条
件
等
に
関
し
て

「
厚
生
労
働
本
省
と
近
距
離
で
あ
る
こ
と
が
必
要
」
と
し
、
ま
た
、
「
ワ
ク
チ
ン
や
治
療
法
の
開
発
な
ど
の
基
盤
・
応
用
研
究

が
可
能
で
あ
る
規
模
を
有
す
る
施
設
で
あ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
Ｂ
Ｓ
Ｌ

４
施
設
が
市
街
地



 

２ 

 

に
移
転
さ
れ
、
そ
こ
で
病
原
性
の
高
い
病
原
体
を
用
い
た
研
究
等
が
行
わ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。 

 

し
か
し
な
が
ら
、
病
原
性
の
高
い
病
原
体
を
扱
う
Ｂ
Ｓ
Ｌ

４
施
設
で
は
、
作
業
者
が
病
原
体
に
曝
露
さ
れ
た
場
合
や
、
実

験
動
物
の
逸
走
に
伴
い
、
病
原
体
が
施
設
外
に
流
出
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
。 

 

ま
た
、
長
崎
大
学
の
Ｂ
Ｓ
Ｌ

４
施
設
の
設
置
計
画
に
対
し
て
は
、
反
対
す
る
地
元
住
民
が
、
国
に
対
し
て
、
Ｂ
Ｓ
Ｌ

４

施
設
の
指
定
の
差
止
め
を
求
め
る
訴
訟
を
起
こ
し
て
い
る
。
加
え
て
、
村
山
庁
舎
の
Ｂ
Ｓ
Ｌ

４
施
設
が
昭
和
五
十
六
年
に
完

成
し
た
際
に
は
、
当
時
の
厚
生
省
が
武
蔵
村
山
市
に
対
し
て
十
分
な
説
明
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
同
市
議
会
に
お
い
て

「
国
立
予
防
衛
生
研
究
所
村
山
分
室
内
高
度
安
全
実
験
室
の
実
験
開
始
差
し
止
め
に
関
す
る
請
願
」
が
採
択
さ
れ
た
等
の
経
緯

も
あ
っ
た
。 

 

こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
Ｂ
Ｓ
Ｌ

４
施
設
の
設
置
や
移
転
に
当
た
っ
て
は
、
地
元
住
民
の
十
分
な
理
解
を
得
る
こ
と
が

必
須
で
あ
る
と
考
え
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。 

一 

我
が
国
に
お
い
て
、
そ
も
そ
も
エ
ボ
ラ
ウ
イ
ル
ス
等
の
病
原
性
が
高
い
病
原
体
を
用
い
た
研
究
や
ワ
ク
チ
ン
開
発
を
行
う

必
要
性
が
あ
る
の
か
。
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

二 

村
山
庁
舎
の
Ｂ
Ｓ
Ｌ

４
施
設
の
移
転
先
に
つ
い
て
、
福
岡
厚
生
労
働
大
臣
は
、
令
和
六
年
十
月
二
十
五
日
の
記
者
会
見



 

３ 

 

で
、
村
山
庁
舎
の
移
転
に
関
す
る
行
政
文
書
開
示
請
求
に
関
し
、
「
移
転
先
の
検
討
に
関
す
る
開
示
請
求
で
あ
り
、
そ
ち
ら

は
移
転
先
候
補
に
関
す
る
内
容
も
含
ま
れ
、
今
後
の
検
討
に
支
障
を
及
ぼ
す
た
め
、
一
部
不
開
示
と
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

る
」
と
発
言
し
た
と
承
知
を
し
て
い
る
。 

 
 

Ｂ
Ｓ
Ｌ

４
施
設
の
移
転
先
候
補
に
関
す
る
検
討
の
内
容
や
具
体
的
な
候
補
地
に
つ
い
て
、
国
民
の
知
る
権
利
、
移
転
先

の
地
域
住
民
の
理
解
、
国
民
主
権
と
の
観
点
か
ら
公
開
の
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
問
う
。 

三 

Ｂ
Ｓ
Ｌ

４
施
設
の
指
定
や
移
転
先
に
つ
い
て
は
、
作
業
者
が
病
原
体
に
曝
露
さ
れ
た
場
合
等
の
病
原
体
流
出
の
お
そ
れ

や
地
域
住
民
の
不
安
解
消
の
観
点
か
ら
、
市
街
地
か
ら
相
当
の
距
離
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解

を
問
う
。 

 

右
質
問
す
る
。 


